
妊娠期

【妊娠・出産】安心して出産、子育てができる環境の充実 【参考】

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

1
１ 妊娠・出産に関する相談体制の整備

⺟⼦保健コーディネーターの配置 妊娠から育児に関する相談、関係機関・部署と連携を図るため、窓口に専門スタッフを配置します。 保健推進課

2 妊婦栄養相談 ⺟⼦健康⼿帳交付時に妊婦へ栄養相談を⾏い、⼦どもが⽣まれる前から⾷育への関⼼を⾼めます。 保健推進課

3 不妊症・不育症についての取り組み 妊娠を望みながら不妊症や不育症に悩んでいる方への情報提供及び、治療にかかる経済的負担の軽減を図ります。 保健推進課

4 両親教室 妊娠から出産前後の⾝体の変化、出産後の⽣活の変化から、⽗親⺟親としての役割や育児について学べるよう⽀援します。 保健推進課

5

２ 安心・安全な妊娠・出産に向けた支援

妊婦健康診査の実施 妊婦及び胎児の健康保持を図るため、妊婦一般健康診査等の公費負担を実施します。 保健推進課

6 妊産婦交通費助成 厚田区、浜益区に居住する妊産婦の通院費の経済的負担を軽減するため、交通費の一部を助成します。 保健推進課

7 産後ケア事業
⺟親の⼼⾝の回復、育児不安が解消できるよう、宿泊⼜は訪問にて助産師から専⾨的なケアを受け、その後の育児が安⼼し

て行えるよう支援します。
保健推進課

8 子育てサポート事業
子育て家庭の精神的・肉体的負担の軽減を図るため、妊婦及び１歳未満の乳幼児がいる家庭に、ファミサポ無料券を配布し

ます。
子ども政策課

9
３ ワークライフバランスの推進

事業所等への働きかけ ワーク・ライフ・バランスの推進のために、事業者への育児支援制度等の情報発信を行います。
商工労働観光課

広聴・市⺠⽣活課

10 男性を含めた働き方の見直し ワーク・ライフ・バランスの推進のために、市広報紙等による啓発活動を行います。 広聴・市⺠⽣活課
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子育て期

【子育て期】子育てしやすいまちづくりの推進 【参考】

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

1
１ 親と子の心と体の健康づくり

乳幼児健康相談 身体測定および授乳や離乳食などの相談の機会を提供し、育児不安の軽減や子育て支援を行います。 保健推進課

2 赤ちゃん訪問事業 生後４カ月までの子どもがいる家庭に保健師等が訪問し、生活や育児への支援を行います。 保健推進課

3 乳幼児健康診査
心身の発育と発達の確認や育児相談を行い、育児不安の軽減や健全な発育、発達の促進を図ります。また、未受診者に対し

て電話、手紙、訪問等で健康状態の確認を行います。
保健推進課

4 新生児聴覚検査費助成事業 新生児の聴覚障害を早期に発見し、早期療育に繫げるため、聴覚検査に要する費用を助成して受診を促進します。 保健推進課

5 ５歳児健康相談
関係機関と連携し、就学前の⼦どもの成⻑や発達の確認及び相談できる機会を提供し、円滑な就学移⾏に向けた⽀援を⾏い

ます。
保健推進課

6 発達すくすく相談 心身の発達や養育に関する相談、助言を行い、不安軽減と子どもの健康な発達を促します。 保健推進課

7 予防接種の普及・啓発 赤ちゃん訪問時にリーフレット等を活用して接種スケジュールを周知します。未接種者については文書等で勧奨します。 保健推進課

8 ⻭科保健の推進 ⻭科検診・フッ素塗布、フッ化物洗⼝等を実施し、う⻭の予防に努めます。 保健推進課

9 離乳食教室 離乳食についての講話や試食により、離乳食の進め方や調理法を指導し、不安解消に繋げます。 保健推進課

10 事故防止対策・小児医療の充実
乳児に起こりやすい事故の知識、乳児突然死症候群（SIDS）（※２）に関する普及啓発を行います。また、小児救急医療

相談の周知や適切な情報提供を行います。
保健推進課

11
２ 子育て支援新制度等の情報の提供

子育て世帯への情報提供方法の充実 関係機関と連携して子育てガイドブックや子育てカレンダー（ネットマガジン）等を発行します。 子ども政策課

12 子育てコンシェルジュの配置
子育てに関する総合案内の専門スタッフを配置し、子どもや保護者が適切なサービスを選択し、円滑に利用できるよう必要

な情報提供や助言を行います。
子ども政策課

13 子育てニーズの把握 子育てニーズの把握に努め、施策の見直しや評価を行います。 子ども政策課
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子育て期

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

14
３ 教育・保育の充実

（仕事と子育ての両立支援）

教育・保育の提供体制確保・質の維持向

上
全ての子どもが等しく幼児期の学校教育や保育を受けられるよう、教育・保育施設を確保します。 子ども家庭課

15 特別保育サービスの充実 保護者の多様な就労形態に対応するため、延⻑保育事業、⼀時預かり事業、休⽇保育事業を充実します。 子ども家庭課

16 幼稚園預かり保育の推進 幼稚園で行う預かり保育を推進します。 子ども家庭課

17 幼保小中の連携 幼保小中連携推進会議などにより、中学校区を単位とした幼稚園、保育所、小学校、中学校の円滑な接続を図ります。 学校教育課

18 子育て支援員研修の実施 地域の潜在的な人材資源の発掘・養成を図り、保育補助等を行うことのできる人材の確保を図る。 子ども政策課

19
４ 緊急時のサポート体制の強化

ファミリー・サポート・センター事業 乳幼児や児童の一時預かりや送迎など、育児の援助を受けたい人と行いたい人による相互援助活動の連絡調整を行います。 子ども政策課

20 病児・病後児保育事業 病気中や病気回復期の幼児や児童を、一時的に預かるサービスを実施します。
子ども政策課

子ども家庭課

21 こどもショートステイ事業
保護者の疾病や急用等により児童の養育が困難となった場合に、児童養護施設やファミリー・サポート・センターで、宿泊

を伴う預かりサービスを実施します。

子ども政策課

子ども相談センター

22 緊急医療等の情報提供
リーフレット配布や、市広報紙及び市ホームページで夜間や休日の当番病院や救急安心センターさっぽろの情報を提供しま

す。
保健推進課

23
５ 身近な相談・交流場所の整備

地域子育て支援拠点事業の充実 乳幼児親子が気軽に集える場を提供し、子育てに関する講習や育児相談等を実施します。 子ども政策課
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子育ち・自立

【子育ち・自立】子どもの生きる力を育てる 【参考】

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

1
１ 子どもの権利の普及啓発

子どもの権利の普及・啓発 子どもの権利条約の基本的な考え方の普及・啓発に努めます。 子ども政策課

2 CAPプログラムの奨励 CAPプログラム（子どもに人権意識と暴力に対する具体的な知識や技術を伝える体験プログラム）の実施を推進します。 学校教育課

3 いのちのはなし 自分は大切な存在であると感じられるように（自尊心の向上を目指して）、いのちについて考える機会をつくります。 子ども政策課

4
2 確かな学力の向上

SAT 事業（スポーツ支援SAT を除く） 個に応じた指導の充実を図るため、地域住⺠・⼤学⽣の参画（ボランティア）による教科学習の指導補助を⾏います。 学校教育課

5 学力向上サポーター事業
学校に教員免許を持った地域人材等を指導補助として配置し、学力向上対策（TT（※）、放課後や夏季休業中などの補充

的な学習など）に活用します。
学校教育課

6 きめ細やかな学習支援事業 エキスパートサポーター（教職員免許を有した非常勤職員）を配置し、学力向上対策に活用します。 学校教育課

7 幼児教育の充実 市内私立幼稚園の特色ある教育振興について支援します。 子ども家庭課

8
3 食育の推進

栄養ミニ講話・調理実習
未就園児の保護者を対象に地域の子育て支援センター等で食べることの大切さや栄養についてのミニ講座・調理実習を行い

ます。
保健推進課

9 親子料理教室
親⼦で料理することで⾷への関⼼を⾼めるため、就学前の⼦ども（年⻑・年中から⼩学校低学年）と保護者を対象に料理教

室を行います。
保健推進課

10 キッズシェフ講座 食の知識や調理を体験する機会をつくるため、小学生を対象に講座を実施します。 保健推進課

11 食に関する指導の充実 栄養教諭等による食に関する指導の充実を図ります。 学校給食センター

12 給食メニューの充実 地産地消を推進する石狩デー（石狩ウイーク）やリクエストメニューなどを充実します。 学校給食センター

13 グリーンツーリズムバスツアーー 市内の観光農園等を巡回するバスツアーを実施し、市⺠が農作業の体験や農業に対する理解を深める機会を提供します。 農政課

14 サケ育の推進
子ども達を中心に、総合学習の活用やイベント等に開催により、サケの歴史・文化を伝承していくほか、石狩鍋の調理体験

などの生活に身近な食などを通して、サケに触れる機会を充実させることで石狩プライドの醸成を図ります。
商工労働観光課
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子育ち・自立

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

15
４ ふるさとへの愛着と豊かな心の育成

情操教育プログラム 小中学生を対象に、音楽朗読劇や幅広い音楽ジャンルの鑑賞、演奏体験等のプログラムを実施します。 社会教育課

16 ブックスタート

１０カ月児健診会場でボランティアが絵本読み聞かせを行い、図書館職員が絵本やブックリスト、図書館PRなどの入った

ブックスタート・パックを無料配布します。そのフォローアップとして１歳６カ月児健診会場で再度読み聞かせを実施し、

絵本の有効活用を勧めています。また、第2のブックスタートとして、就学時健診会場で就学を控えた幼児にブックリスト

の配布や、図書の展示、利用者カード作成、図書の貸出を行っています。

市⺠図書館

17 おはなし会 ボランティア等の協力を得ながら、おはなし会を実施します。 市⺠図書館

18
子どもたちが文化芸術に触れる機会の充

実
絵画や音楽、俳句などに親しめる機会を充実します。 社会教育課

19 キャリア教育（※）の推進 中学校における職業体験学習・小学校における職場見学や地域学習など、発達段階に応じたキャリア教育を推進します。 学校教育課

20 国際文化に触れる機会の提供 国際交流協会等と連携を図りながら、姉妹都市との交流を中心に、子どもが国際文化に触れる機会を提供します。 秘書広報課

21 奨励プログラムの推進
環境教育・人権教育・平和教育・国際理解教育・共生社会（手話等）への取り組みなど、子どもたちに手本となる地域人材

等の活用とあわせ奨励プログラムを推進します。
学校教育課

22 地域での子ども健全育成活動への支援 ⻘少年健全育成協議会が主体的に実施する⼦どもの健全育成事業について⽀援します。 子ども政策課

23
５ 健やかな体の育成

適正体重の啓発と食生活の改善
若い女性のダイエット指向から発症する思春期やせ症への課題に対応するため、ライフステージに応じた普及啓発を行いま

す。
保健推進課

24
性や感染症予防等に関する正しい知識の

普及
性や命の大切さ、性感染症の予防について、正しい知識の普及・啓発を行います。

保健推進課

（学校教育課？）

25 ソフトボールアスリート育成事業 選手のパフォーマンス向上のために中学生以上および保護者・指導者を対象にスポーツのための栄養講座を実施します。 スポーツ健康課

26 放課後すこやかスポーツ教室 放課後、小学生を対象に体育館で、体力向上のための取り組みと食育の指導を行います。 社会教育課

27 スポーツ・食育講座 小学生と保護者・指導者を対象に食事と運度の大切さを学ぶ講座等を行います。 スポーツ健康課

28 体力・運動能力に関する実態の把握等 児童生徒の全国体力・運動能力、運動習慣等調査の実施と結果分析を踏まえた対策を検討します。 学校教育課

29
６ 子どもの居場所づくり

児童館機能の充実
遊びをとおして子どもの発達や健康を増進し、自主性を育む事業や援助を行うことで、子どもにとって日常の安定した生活

の場を目指します
子ども政策課

30 放課後子ども教室の充実
専任児童指導員の配置や地域ボランティアの活用により、遊び、体験活動や学習活動を行うことで、放課後や週末に安全で

安心な活動場所や居場所を提供し、児童の健全育成を図ります。
子ども政策課
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子育ち・自立

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

31 放課後児童クラブの充実 保護者が就労等により昼間留守になる家庭の児童に、授業終了後等に遊びや生活の場を提供します。 子ども政策課

32 中高生の活動場所充実 中高生が安心安全に過ごせる居場所を提供する事業を充実します。 子ども政策課

33
７ 子どものまちづくりへの参加

意見や発表の機会提供 思春期の子どもが参加企画するイベントの開催により、意見や発表の機会を提供します。 子ども政策課

34 子どもリーダーの養成 地域活動やまちづくりに参画するリーダーの養成を図ります。 子ども政策課

35 子どもによる企画・運営参加の検討
中高生で組織するプロジェクトチームなどを中心に事業を実施し、子どものまちづくり参加に対する興味関心の向上を図り

ます。
子ども政策課

36
８ 家庭の子育て力向上

子育てに関する講座等の開催 子育てに関連する講義や実践を学びながら参加者同士の交流を図ります。 子ども政策課

37 望ましい生活習慣の定着
望ましい生活習慣が身に着くよう、児童生徒への指導と保護者への啓発を推進します。また、児童生徒に対してさまざまな

課題への対応と合わせて家庭学習を支援します。
社会教育課

38 家庭教育の支援 地域で子育て家庭を見守り支援する環境づくりを推進するため、子育て家庭を主な対象とした学習機会を提供します。 社会教育課
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子どもと家庭

すべての子どもと家庭への支援 【参考】

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

1
1 障がいや発達に配慮が必要な子どもへの支援

障害児通所支援施設との連携強化 市内の障害児通所支援施設との情報共有など連携強化を図ります。 障がい福祉課

2 子ども発達支援センターの機能強化 発達に遅れや心配のある乳幼児、障がいのある子どもの増加に対応するため、相談体制の強化を図ります。
子ども発達支援セン

ター

3 教育・保育施設等での障がい児受け入れ
教育・保育施設や放課後児童クラブなどにおいて、障がいを有する児童が適切な環境で過ごせるよう、受け入れ体制の充実

を図ります。
子ども家庭課

4 医療的ケア児受入促進事業
たん吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な障がい児を受け入れ、児童発達支援、放課後等デイサービスの提供を行う事業

所に対し、看護師の人件費の一部を補助します。
障がい福祉課

5 療育支援ネットワークの充実
発育発達上支援が必要な子どもが早期に適切な処遇を受けられるよう、ケース検討や情報共有により、市内の認定こども

園、保育所、小中学校、特別支援学校、障害児通所施設、行政等の連携強化を図ります。

子ども発達支援セン

ター

6 障がいの理解を高める啓発活動 発達障がい（※１）に関する講演会や、療育教育連携研修会を開催し、啓発活動に努めます。
子ども発達支援セン

ター

7 特別支援教育への理解・啓発の推進 通常学級の教員や地域・家庭への理解・啓発の推進を図ります。 教育支援センター

8 学校支援の充実
学校の特別支援教育コーディネーター（校⻑の指名する教員）を中⼼に、各学校の特別支援教育をサポートする体制の充実

を図ります。
教育支援センター

9
２ 児童虐待の未然防止と対策

養育支援訪問事業
赤ちゃん訪問事業で継続支援が必要と考えられた家庭に保健師、家庭児童相談員等が訪問し、専門的な訪問指導を実施しま

す。
子ども相談センター

10 家庭児童相談の充実 家庭児童相談員や臨床心理士の、個別相談やカウンセリングを実施します。 子ども相談センター

11 相談体制の専門性強化
子ども相談センターに家庭児童相談員等を配置し親支援プログラム（IP）（※）の研修を受講することにより、相談体制の

充実を図ると共に、子育て期の⺟（⽗）に対し子育て練習講座を実施します。
子ども相談センター

12 不登校児童生徒への支援充実 教育支援教室「ふらっとくらぶ」で不登校児童生徒の指導・支援の充実を図ります。 教育支援センター

13
問題を抱える児童生徒とその保護者への

支援充実

関係者が情報共有し、児童生徒やその保護者の抱える問題の早期発見と、スクールソーシャルワーカーなどによる相談・支

援の充実を図ります。
教育支援センター

14
子どもや保護者などが相談できる場所の

周知
市広報紙や講演会等で、子ども相談センター等の周知を図ります。 子ども相談センター

15 困難を抱える子ども・若者への支援 ひきこもり（※１）・ニート（※２）などの相談、社会的自立への推進を図ります。 子ども相談センター

16 虐待の早期発見と予防支援の実施
妊娠届、赤ちゃん訪問の子育てアンケート、乳幼児健康診査等から育児困難な状況及び虐待の可能性がある要援助家庭を把

握し、虐待の発生予防や早期発見に務めます。
保健推進課

17
要保護児童に関する法令や制度等の普

及・啓発

石狩市こども見守りネットワーク協議会の総会で、児童虐待の通告義務や法令などの説明をします。また、オレンジリボン

等の活用により、啓発活動を実施します。
子ども相談センター
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子どもと家庭

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

18
３ 困難を抱える子どもと若者への総合支援

不登校児童生徒への支援充実 教育支援教室「ふらっとくらぶ」で不登校児童生徒の指導・支援の充実を図ります。 教育支援センター

19 スクールソーシャルワーカーの配置
学校とスクールソーシャルワーカーなどとの連携により、いじめや不登校の未然防止と早期発見、早期対応に取り組みま

す。
教育支援センター

20 子ども・若者支援センターの充実 子ども相談センター

21 子どもが相談しやすい場所の周知等 子ども相談センター

22 教育相談の充実 支援の必要な子どもたちを相違に発見し、ライフサイクルを見通した支援を継続していきます。 教育支援センター

23 子どもの学習・生活支援事業 生活保護受給世帯やひとり親家庭等で支援が必要な世帯に対し、学習支援や生活支援を行います。
福祉総務課

子ども相談センター

24
４ ひとり親家庭の支援

ひとり親相談の充実 自立支援員を配置し、就労支援等に関する相談体制を充実します 子ども相談センター

25 ひとり親家庭生活サポート事業
求職活動や病気など、一時的な理由により子どもの療育や家事ができないひとり親に対して、ヘルパーを派遣して日常生活

をサポートします。
子ども相談センター

26 ⺟子家庭等⾃⽴支援教育訓練給付⾦事業 児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準の方に対し、就労に有利な資格取得に必要な経費を助成します。 子ども相談センター

27
⺟子家庭等⾼等職業訓練促進給付⾦等事

業

児童扶養手当を受給しているか、または同様の所得水準の方に対し、国家資格などを取得するために必要な費用を助成しま

す。
子ども相談センター

28
５ 子育て家庭への経済的支援

児童手当等の支給 子育て家庭に生活の安定と子どもの健やかな育みを図るため、国の制度に準拠しながら手当を支給します。 子ども家庭課

29 児童扶養手当の支給 ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉増進のために、手当を支給します。 子ども家庭課

30 特別児童扶養手当等の支給
重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の児童に、特別児童扶養手当、障害児福祉手当を

支給します。
障がい福祉課

31 要保護・準要保護就学援助 経済的理由により学用品費や給食費など、児童生徒の就学に必要な経費負担が困難な家庭に対し援助します。 学校教育課

32 子ども医療費の助成 小学校修了前児童（小学校就学前児童は入院通院、小学生は入院のみ）に医療費を助成します。 子ども家庭課

33 ひとり親医療費の助成 ひとり親家庭の医療費を助成します。 子ども家庭課

34 奨学金 経済的理由で高等学校等への修学が困難な生徒に対し、奨学金を支給します。 学校教育課

35 子育て世帯の移住定住支援
子育て世帯や市外に居住する市内就業者を対象に、空家購入助成・リフォーム助成に助成金を上乗せし、現役世代の移住定

住を促進する。
建築住宅課
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地域

地域の子育て力の向上 【参考】

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

1
１ 子育てにやさしいまちづくりの機運の醸成

企業や商店街との協働による取り組み
どさんこ子育て特典制度（北海道主体事業）を活用し、子育て家庭が市内の登録店舗等を利用した際の様々なサービスの提

供を行います。
子ども政策課

2 親子が参加できるイベントの開催 関係機関との協働により、親子がともに楽しめるイベントを開催します。 子ども政策課

3
２ 子どもが主に活動する場所の整備

公園の再整備 安全で快適な都市環境の形成のため、公園施設の改築を行います。 都市整備課

4 児童館の整備
乳幼児から高校生までが安心して過ごすことができる場所として、樽川地区に大型児童センターの機能を有する施設を整備

します。
子ども政策課

5 学校施設等の開放 市内に数多くあるスポーツ団体に対し活動場所を提供します。 スポーツ健康課

6 教員や保育士の研修支援 本市の地域や教育課題などをテーマとする教員研修や、幼稚園や保育所などが主体的に行う研修機会の創出を支援します。 子ども家庭課

7
３ 安全・安心・見守り体制の構築（家庭、学校、地域

のネットワークづくり
不審者等の情報配信 不審者等に関する情報を、すばやく市⺠や関係機関へ配信し、情報共有を図り、犯罪等の未然防⽌に努めます。 広聴・市⺠⽣活課

8 見回り体制の強化
パトロールをすることにより、子どもの安全・安心のみならず、犯罪やごみの不法投棄の抑止のほか、地域の防犯意識の向

上を図ります。
広聴・市⺠⽣活課

9 安全教育の充実
交通安全教育・防犯教育・防災教育の充実や、市内小中学校が定める学校安全計画に基づいた取り組みへの支援を行いま

す。

広聴・市⺠⽣活課

総務企画課

10 子どもを見守るシステムの充実
不審者や交通事故等から子どもを守るため、通学路や地域において、学校・PTA・町内会を核とした地域での子ども見守り

活動等を展開します。

広聴・市⺠⽣活課

教育支援センター

11
薬物、飲酒、喫煙防止等に関する指導の

推進
心や体を蝕む薬物乱用や飲酒、喫煙を防止するため、地域、保健、家庭、学校が連携した啓発活動に務めます。

保健推進課

教育支援センター

12
学校・地域・家庭・行政が連携した思春

期保健対策の取り組み
学校・地域・家庭・行政が連携して、思春期における保健対策についての取り組みを検討します。

保健推進課

学校教育課
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地域

施策の方向 関連する個別事業（R１現在） 概要（手段とその目的） 所管課

13
４ 地域における取組への支援

子ども会の育成 石狩市子ども会育成連絡協議会の活動を支援し、子ども会活動の振興を図ります。 子ども政策課

14 子育てネッ会議の活動の充実
NPO法人や子育て支援団体、行政等が協働し、地域ぐるみで子育て支援を進めるための情報共有やイベント企画を行いま

す。
子ども政策課

15 子どもの居場所づくり推進事業 地域における子どもの居場所づくりの取り組みを行う団体を支援します。 子ども政策課

16 地域での子ども健全育成活動への支援 ⻘少年健全育成協議会が主体的に実施する⼦どもの健全育成事業について⽀援します。 子ども政策課

17
５ 地域住⺠の教育活動への参画⽀援

中学校部活動外部指導者の活用支援 部活動外部指導者の活用による運動部・文化部活動の充実を図ります。 学校教育課

18 学校支援ボランティアの活用支援 学校支援地域本部事業（※）など、学校支援ボランティアの活用を支援します。 社会教育課
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